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告 示 第 4 5 2 号 

令和５年 10 月 18 日 

 

公募型プロポーザル方式による下田地域社会資本に係る 

包括的維持管理業務委託の実施について（公告） 

 

下田地域社会資本に係る包括的維持管理業務の受託者を公募型プロポーザル方式

により選定するので、次のとおり公告します。 

 

三条市長　滝　沢　　　亮　 

 

 

１ 業務の概要 
⑴　業務名 

下田地域社会資本に係る包括的維持管理業務委託 

⑵　業務内容 

道路等の社会資本の維持管理業務等を実施するもの 

事業実施区域等については、業務要求水準書による。 

⑶　業務履行期間 

令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで 

⑷　業務の担当部局 

三条市 建設部 建設課 

〒955-8686　三条市旭町二丁目３番１号 

電話　0256-34-5717 

FAX 　0256-32-6677 

電子メールアドレス　kensetu@city.sanjo.niigata.jp 

三条市ホームページ　http://www.city.sanjo.niigata.jp/ 

⑸　本業務の予定事業費 

総額 279,721,200 円（消費税含む）以内とする。 

 

２  参加資格要件 
本プロポーザルに係る参加表明書及び技術提案書を提出できる者は、次に掲げ

る要件を全て満たす者であること。 

　　また、本プロポーザルに係る参加表明書及び技術提案書の提出者で契約締結ま

での間に参加資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。 
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⑴　基本事項 

本事業に応募する民間事業者（以下「応募者」という。）は、３者以上 10 者

以内の構成員で構成される共同企業体（法人税法（昭和 40 年３月 31 日法律第

34号）第２条第７号別表第三に規定する組合等は構成員としては認めない。）で

あって、次の⑵に示す資格要件を全て満たしているものとし、構成員が自主的

に形成するものとする。また、応募者は⑶に示す技術者要件を満たしているも

のとする。 

なお、代表者となる構成員を１者選定し、参加表明時には、応募者の構成員

すべてを明らかにするとともに、各々の役割分担を明確にすること。 

代表者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に係る諸手続

を行う。 

⑵  資格要件 

本業務は、下記に示す資格要件を満たした共同企業体を参加資格要件とする。 

ア　代表者は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の許可業種である土木工事

業の許可を得ている構成員とすること。 

イ　三条市建設工事入札参加資格者名簿（令和５・６年度）において、土木一

式工事で格付等級が B 以上で登録されている構成員を１者以上含むこと。 

ウ　構成員は、三条市内に本社、本店又は営業所を有する者であること。ただ

し、建設コンサルタントについては、三条市建設コンサルタント等業務入札

参加資格者名簿（令和５・６年度）において、「道路」、「施工計画」及び「ト

ンネル」の業種で登録があり、効率的な維持管理及び維持管理に関する技術

力の向上を目的とした参画であれば、新潟県内に本社、本店又は営業所を有

する者を構成員に含むことができる。 

エ　構成員は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定

に該当しない者であること。 

オ　構成員は、本実施要項の資格確認書類受付日から契約締結日までの期間に、

「三条市建設工事請負業者等指名停止措置要項」による指名停止の措置を受

け、その措置期間が経過しない者ではないこと。 

カ　構成員は、公示の日から提案書提出日までの期間に、建設業法（昭和 24 

年法律第 100 号）第 28 条第３項もしくは第５項の規定による営業停止の処

分を受けている者ではないこと。 

キ　構成員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第 32 条第１項各号に該当しない者であること。 

ク　構成員は、民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定による民事

再生手続開始の申し立てをしている者でないこと。 

ケ　構成員は、会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第１項又は第２項

の規定による更生手続開始の申し立て（同法附則第２条の規定によりなお従

前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同

法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」とい
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う。）第 30 条第１項または第２項の規定による更生手続開始の申し立てを含

む。以下「更生手続開始の申し立て」という。）をしている者又は更生手続開

始の申し立てをなされている者でないこと。ただし同法第 41 条第２項の更生

手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含

む。）を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第１項の更生計画の認可の決

定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。）があった場

合にあっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者又は更生手続開始の

申し立てをなされなかった者とみなす。 

コ　構成員は、最近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方税を滞納してい

る者でないこと。 

サ　過去５年間（平成 30 年度以降）に三条市から次に示す各業務を元請として

受注した実績がある構成員を含むこと。 

道路補修（側溝又は構造物）、舗装補修、除雪、江渫、電気工事、樹木等維

持管理 

シ　総括業務責任者を１名配置できる者であること。 

ス　「巡回業務」、「補修業務」、「樹木、芝生等管理業務」及び「電気工事」の

各業務について、業務実施責任者を配置できる者であること。 

セ　構成員は、プロポーザルに参加する他の共同企業体の構成員と重複してい

ないこと。 

⑶　技術者要件 

ア　総括業務責任者 

総括業務責任者は、本業務の管理を行う責任者として、技術士（総合技術

監理部門 「建設」又は建設部門）、１級土木施工管理技士又は２級土木施工

管理技士（以下「１級又は２級土木施工管理技士」という。）のいずれかの有

資格者である者とする。 

イ　業務実施責任者 

業務実施責任者は業務ごとに以下の資格及び業務実績を有する者とする。

総括業務責任者と業務実施責任者の兼務及び複数の業務実施責任者の兼務は

不可とする。ただし、巡回業務実施責任者については、総括業務責任者又は

他の業務実施責任者との兼務を認める。 
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表 １　業務実施責任者に求める資格と業務実績要件 

ウ　作業員 

各業務を実施するにあたり、作業員を配置すること。 

 

３  参加表明書及び技術提案書等の作成及び記載上の留意事項 
参加表明書及び技術提案書については、【別紙１】「参加表明書及び技術提案書

作成要領」に基づき作成すること。参加表明書及び技術提案書等の作成及び記載

にあたっては、以下に留意すること。 

⑴　参加表明書を提出した応募者は、本実施要項の記載内容に同意したものとみ

なす。 

⑵　技術提案書の提出は、応募者で１提案のみとする。 

⑶　本プロポーザルの目的は、すぐれた業務実施方法・体制を提案できる業務受

託者を選定することにあり、応募者は、本業務にあたっての考え方を技術提案

書に文書で簡素・明瞭に表現すること。 

⑷　電送及び電子媒体による提出は受け付けない。 

⑸　提出書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時

及び計量法(平成４年法律第 51 号)によるものとする。 

⑹　提出期限までに参加表明書を提出しなかった場合は、技術提案書を提出する

ことができない。 

 

４  審査方法及び審査項目  
本プロポーザルは、公募型プロポーザルとする。 

本プロポーザルの技術提案書の審査項目は【別紙２】「業務受託者選定基準」に

掲げるものとし、業務受託者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が審査

し、選定する。 

 業務実施責任者 必要な資格 管理業務実績
 巡回業務 技術士（総合技術監理部門 「建設」

又は建設部門）又は 
１級若しくは２級土木施工管理技士

 補修業務（路面、
舗装、構造物、里
道、水路等）

技術士（総合技術監理部門 「建設」
又は建設部門）又は 
１級若しくは２級土木施工管理技士

道路補修（側
溝又は構造
物）又は 
舗装補修又は 
江渫

 樹木、芝生等管理
業務（道路公園の
樹木、芝生管理、
除草等）

技術士（総合技術監理部門 「農業」
又は農業部門）又は 
１級若しくは２級造園施工管理技士

樹木等維持管
理

 電気工事（照明、
電気設備等） 

技術士（総合技術監理部門 「電気電
子」又は電気電子部門）又は 
１級若しくは２級電気工事施工管理
技士

電気工事
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５  技術提案書の内容 
次の内容について提案すること。 

 

テーマ１　効率的な道路巡回及び路面状況を的確に把握するための着目点に

ついて 

 

テーマ２　自治会からの要望数に関わらず、各自治会とも同じ管理水準でイ

ンフラの維持管理を行うための着目点 

 

６ ヒアリングの実施 
技術提案書の内容について応募者からのヒアリングを実施する。詳細は後日、

応募者に対して通知する。 

 

７  手続き等 
⑴  参加表明書及び資格確認書類の提出  

ア　参加表明書及び資格確認書類の提出 

提出先　　三条市 建設部 建設課 維持係 

住所 〒955-8686 三条市旭町二丁目３番１号 

電話 0256-34-5717 

FAX  0256-32-6677 

電子メールアドレス kensetu@city.sanjo.niigata.jp 

提出期限　令和５年 11 月 14 日（火）午後４時 00 分まで 

提出方法　持参又は郵送(書留郵便に限る。) とする。ただし、郵送の場合

は提出期限必着とする。 

イ　資格確認結果の通知 

資格確認の審査の結果は、令和５年 11 月 27 日(月)に三条市から応募者

（共同企業体の代表者）に書面により通知する。 

ウ　質問の受付 

受付方法　　電子メールでのみ受け付ける。 

（書式は別紙様式第１号により、メールに添付すること。） 

文書は、日本語で記述し、会社名、所在地、担当者、電

話、FAX 番号及びメールアドレスを併記する。 

 

電子メールの件名 「社会資本に係る包括的維持管理業務委託プロポーザル質問

（共同企業体名）」とすること。 

あ て 先　　三条市 建設部 建設課 維持係 

メールアドレス　 kensetu@city.sanjo.niigata.jp 

受付期間　令和５年 11 月６日（月）午後４時 00 分まで 
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※電子メール送信後、提出先に電話で確認すること。 

質問の回答　随時、三条市ホームページで回答する。 

三条市ホームページ（プロポーザルに関する質問・回答） 

 ＵＲＬ：http://www.city.sanjo.niigata.jp/ 

 

⑵　技術提案書の提出 

ア　技術提案書の提出 

提出場所　　上記⑴アの提出先と同じ 

提出期限　　令和５年 12 月 22 日（金）午後４時 00 分まで 

提出方法　　上記⑴アの提出方法と同じ 

イ　質問の受付 

受付方法　　上記(1)ウの受付方法と同じ 

受付期間　　令和５年 12 月 11 日（月）午後４時 00 分まで 

※電子メール送信後、提出先に電話で確認すること。 

質問の回答　随時、三条市ホームページで回答する。 

三条市ホームページ（プロポーザルに関する質問・回答） 

 ＵＲＬ：http://www.city.sanjo.niigata.jp/ 

 

８　審査結果の通知 

技術提案書の特定の結果は、特定後速やかに技術提案書提出者（共同企業体の

代表者）に書面により通知する。 

 

９　業務の実施に関する事項  

   ⑴　誠実な業務遂行義務  

業務受託者は、契約で定める業務を実施し、業務要求水準書に示されたサー

ビス水準を誠実に履行するものとする。 

業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、三条市と業務受託者の両者で誠

意をもって協議する。  

⑵　委託料の支払い方法 

三条市は、委託料を委託期間内の各年度において、四半期ごとに業務受託者

の請求に基づき支払うものとする。 

⑶　業務実施状況の確認 

三条市は、業務受託者が契約で定められている業務を実施し、業務要求水準

書に示されたサービス水準を満足していることを確認するため、必要に応じて

業務実施状況の確認を行う。 
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10　プロポーザルの日程（予定） 

表 ２　日　程 

 

11　その他 

⑴　実施要項及び関連情報の公開 

三条市ホームページ http://www.city.sanjo.niigata.jp/ 

⑵　無効となる参加表明書又は技術提案書 

参加表明書又は技術提案書が次の要件の一つに該当する場合には無効となる

ことがある。なお、無効となったときは、その時点で当該参加者を失格とす

る。 

ア　提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

イ　作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合

しないもの 

ウ　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

エ　記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

オ　許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

カ　虚偽の内容が記載されているもの 

キ　審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの 

⑶　提出に伴う費用 

参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に伴う費用の全ては、応募者の負

担とする。 

 項  目 日  程

 プロポーザル実施要項等の配布 

（ホームページ公表） 

令和５年 10 月 18 日（水）

 プロポーザル実施要項等に関す

る質問受付

令和５年 10 月 18 日（水）～ 

令和５年 11 月６日（月） 

随時ホームページで回答

 参加表明書の受付 令和５年 10 月 18 日（水）～ 

令和５年 11 月 14 日（火）

 応募者資格確認結果の通知 令和５年 11 月 27 日（月）

 技術提案書に関する質問受付 令和５年 10 月 18 日（水）～ 

令和５年 12 月 11 日（月） 

随時ホームページで回答

 技術提案書類の受付 令和５年 12 月 22 日（金）まで

 ヒアリング 令和６年１月 15 日（月）

 技術提案書の特定、結果通知 令和６年１月 23 日（火）

 業務委託締結 令和６年２月 28 日（水）
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⑷　提出期限以降の差し替え及び再提出 

提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認

めない。また、応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情

が生じた場合は、三条市と協議を行い、三条市がこれを認めたときはこの限り

ではない。 

⑸　参加を辞退する場合  

応募者が参加を辞退する場合は、技術提案提出書類受付の締切日必着で、技

術提案辞退届 様式第 11 号 を１部、持参又は郵送で提出すること。 

⑹　応募者の公表 

参加表明書の提出者及び技術提案書の応募者として選定若しくは特定された

者は、公表できるものとする。 

⑺　参加表明書及び技術提案書の使用 

提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の選定及び技術提案書

の特定以外に無断で使用しない。ただし、選定を行う作業に必要な範囲におい

て、複製することができるものとする。 

⑻　参加表明書及び技術提案書の返却 

提出された参加表明書及び技術提案書は、返却しない。 

⑼　受領資料の公表等 

技術提案書の作成のために三条市より受領した資料は、三条市の許可なく公

表及び使用することはできない。 

⑽　通信事故の責任 

電子メール等の通信事故については、三条市はいかなる責任も負わない。 

⑾　この要項に定めるもののほか、必要な事項については、選定委員会が別に定

める。 
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【別紙１】　参加表明書及び技術提案書作成要領 

 

１　参加表明及び資格確認書類・作成要領  

次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長 

ファイルにとじたものを９部（正１部、副８部）提出すること。  

⑴　参加表明書　様式第２号 

応募者名で作成し提出する。  

⑵　共同企業体構成表　様式第３号  

応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の担当役割を明確にする。  

⑶　企業状況表　様式第４号 

応募者の構成員ごとに作成する。 

三条市建設工事入札参加資格者名簿に登録のない構成員については、暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第

１項各号に該当しない者であることを証明する誓約書様式第 10 号を１部添付す

ること。 

また、納税証明書（最近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方税を滞納

していないことの証明）の写しを１部添付すること。 

⑷　受注業務実績　様式第５号 

三条市から元請で除雪、舗装補修、江渫、電気工事及び樹木等維持管理の業

務受注実績を示したもの。応募者の構成員ごとに作成すること。 

⑸　業務実施体制　様式第６号、様式第７号 

業務の実施体制、体制図について、再委託先も含めた体制を記載して提出す

ること。なお、業務開始後に業務実施体制及び再委託先を変更する場合は、事

前に三条市と協議し承認を得ることとする。 

⑹　総括業務責任者業務実績　様式第８号 

⑺　業務実施責任者業務実績　様式第９号 

⑻　共同企業体協定書　任意様式 

 

⑶～⑷については、応募者の構成員全てのものを提出すること。なお、正本に

は原本を、副本には写しをつづること。 

 

２　技術提案提出書類・作成要領 

次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長 

ファイルにとじたものを９部（正１部、副８部）提出すること。  

⑴　提案書提出届　様式第 12 号  

提出書類の構成を示した上で、様式の番号順にＡ４縦長ファイルに綴じたも

ので提出する。なお、Ａ４版以外の様式については、Ａ４版サイズに折り込む

こと。 
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⑵　技術提案　  様式第 13-１号、様式第 13-２号 

⑶　参考見積り　任意様式 

⑷　資金計画　　様式第 14 号 
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【別紙２】　業務受託者選定基準 

業務受託者選定基準及び評価の配点は以下のとおりとする。 
 

表　業務受託者選定基準（技術提案書評価基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価項目 評価の着目点 判断基準 配点

 共同 

企業体 

(構成員)

業務実績 （様式第５号） 

①過去５年間全てにおいて（平成 30 年度以降毎年）三条

市から、道路補修（側溝及び構造物）、舗装補修、除

雪、江渫、電気工事及び樹木等維持管理の各業務の元

請受注実績がある。 

②上記以外

①20 

②12

 総括業務

責任者

技術的資格、

経験

（様式第８号） 

①技術士（総合技術監理部門「建設」又は建設部門）又

は１級土木施工管理技士のいずれかの有資格者であ

り、同種又は除雪業務実績を有している。 

②２級土木施工管理技士の有資格者であり、同種又は除

雪業務実績を有している。 

③上記以外 

※同種業務実績とは、道路補修（側溝又は構造物）、舗

装補修、江渫、電気工事又は樹木等維持管理業務実績

をいう。

①15 

②9 

③0

 業務実施

責任者

技術的資格、

経験

（様式第９号） 

①実施要項に示す有資格者であり、全ての業務実施責任

者が２件以上の同種業務実績を有している。 

②実施要項に示す有資格者であり、補修業務実施責任者

が２件以上の同種業務実績を有している。 

③上記以外 

※巡回業務実施責任者については評価対象外とする。

①15 

②9 

③0

 業務実施

体制

的確性 

実現性

（様式第６号）（様式第７号） 

①適切かつ余裕のある業務実施体制となっている。 

②上記以外

①20 

②12

 小　計 70
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 評価項目 評価の着目点 判断基準 配点

 特定テー
マに関す
る技術提
案 
(その１) 
 

40 点

巡回及び路面
状況把握の有
効性 

（様式第 13-１号） 
・巡回方法に有効性があり、路面状況を的確に把握す
ることが期待できる場合、評価する。 

①20 
②16 
③12 
④8 
⑤4

 効率的な巡回
及び路面状況
の的確な把握
の実現性 

（様式第 13-１号） 
・効率的な巡回方法及び路面状況の的確な把握に実現
性があり、明確かつ具体的な場合、評価する。 

①20 
②16 
③12 
④8 
⑤4

 特定テー
マに関す
る技術提
案 
(その２) 
 

40 点 

各自治会とも
同じ管理水準
で維持管理を
行うための提
案の有効性 

（様式第 13-２号） 
・各自治会とも同じ管理水準で維持管理を行えると期
待できる場合、評価する。 

①20 
②16 
③12 
④8 
⑤4

 各自治会とも
同じ管理水準
で維持管理を
行うための提
案の実現性 

（様式第 13-２号） 
・各自治会とも同じ管理水準で維持管理を行うための
提案に実現性があり、明確かつ具体的な場合、評価
する。 

①20 
②16 
③12 
④8 
⑤4

 小　計 80

 合　計 150


